
※説明会に参加

縦覧 《事業計画書、環境保

全対策書》

第７条

第８条

第14条 環境保全協定の締結 第14条 環境保全協定の締結

縦覧 《意見書》

見解書の提出

見解書の周知

第13条 意見の調整

見解書周知報告書の提出

縦覧 《見解書》第12条

第５条

西尾市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例による手続の流れ

第５条 ～ 第１９条　手続（愛知県知事への産業廃棄物等関連施設の設置の許可申請前）　

事業者 西尾市 関係住民

第１条　目的 第２条　用語の定義 第３条　市の責務 第４条　事業者及び関係住民の責務

第11条 意見書の提出

第19条 環境保全誓約書の提出

第 20 条

勧 告

あっせんの申請

第17条 あっせん

第17条 あっせんの申請 第17条

第24条 規則への

委 任

第23条 西尾市産業廃棄

物 等 対 策 委 員 会

第 22 条 報 告 の 求 め

及 び 施 設 へ の

立 入 検 査

第21条 改善命令

及び違反の事実等

の 公 表

第18条 あっせんの打切り

あっせんが紛争の解決に至らないとき

事業計画書の提出

環境保全対策書の提出

関係地域の設定

関係地域の設定の通知

※説明会開催状況により

追加説明会の開催を指示

第12条

第16条 事業計画書廃止の届出

紛争が生じたとき

第６条

第15条 事業計画書等の変更の届出

第11条 意見書の写しを送付

第10条

周知計画書（説明会の開催

日時、場所等）の提出

説明会実施結果報告書の提出

説明会の開催第９条


